
振り込め詐欺救済法に基づく
被害回復分配金「決定表」閲覧の案内

さつま日置農業協同組合

代表理事組合長 能勢 新市

被害回復分配金の支払申請をされた方、およびその代理人の方については、支払該当者が決定

した後、被害回復分配金の内容を記載した「決定表」を閲覧頂くことができます。

当組合における「決定表」の閲覧につきましては、以下の通りです。

●閲覧の事前予約

決定表の閲覧を希望される方は、閲覧希望日の前々営業日までに下記のお問い合わせ先まで

ご連絡下さい。

お問い合わせ先 ： 〒８９９－２５９６

及びお申込み先 鹿児島県日置市伊集院町下谷口１８１０

さつま日置農業協同組合 総合企画室 業務指導課

電 話 番 号 ： ０９９－２７３－３９２５

受 付 時 間 ： 平日の８：３０～１７：００（土・日・祝日を除く）

１．閲覧場所

鹿児島県日置市伊集院町下谷口１８１０

さつま日置農業協同組合 総合企画室 業務指導課

２．閲覧日時

平日の９：００～１６：００（土・日・祝日を除く）

３．必要書類

（１）顔写真付本人確認書類（運転免許証・マイナンバーカード等）

※請求日において有効なものを確認させて頂きます。

（２）決定表閲覧請求書（以下の書類を印刷して頂き、店頭または郵送によりお申し込み下さい。）

４．注意事項

（１）閲覧請求対象者は、当組合口座に関する被害回復分配金支払申請をされた方及びその代理

人のみです。また、代理人に対しては、委任状により代理人である旨の確認を行ったうえで閲覧

することができます。

（２）閲覧の際は、決定表の複写、写真撮影等は法令により禁止されております。

（３）決定表の破棄等の不正行為を防ぐため、閲覧時には担当者が立ち会うこととなります。
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３．閲覧等に関する情報
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（注）被害回復分配金の支払対象となっている振込先の預（貯）金口座に対して付与された12桁の番号を記載してください。具体的には、預金
保険機構が行った「振り込め詐欺救済法に基づく公告」を御参照ください。
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